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ブ
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

四
八

（
三
八
六
）

フ
ラ
ン

ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て
（
二
・
完
）

石

川

明

第第
二一序
章章

第
三
章

第
四
章

　
結
語

治
安
判
事
の
裁
鋼

第
一
審
裁
判
所
の
手
績

　
管
轄
、
呼
出
、
準
備
裁
剣
官
（
以
上
前
號
V
、

　
侮
辱
、
・
商
纂
裁
列
手
績

仲
裁
手
績

不
服
申
立

第
二
章
第
一
審
裁
到
所
の
手
績
（
つ
づ
き
）

審
理
手
績
、
裁
判
所

　
　
　
　
　
第
四
節
　
審
理
手
績
（
U
Φ
一
．
甘
警
目
5
9
ざ
冒
）

　
當
事
者
本
人
の
出
頭
、
宣
誓
、
現
場
槍
鐙
（
冨
盆
器
臼
富
聾
二
〇
巴
一
Φ
舞
）
、

謹
人
訊
問
、
鑑
定
、
書
類
瞼
眞
（
冨
く
酵
旨
8
註
o
β
“
、
①
零
詳
昌
Φ
セ
、
民
事

爲
造
の
訴
（
一
〇
量
鐸
図
O
貯
ε
、
公
正
鐙
明
（
一
〇
8
冨
蜜
げ
臥
、
貰
e
O
－
8
）

等
に
つ
き
新
し
い
精
稗
を
も
つ
て
規
定
す
る
本
法
案
は
、
裁
判
官
に
廣
範
園
に

わ
た
る
手
績
の
主
攣
構
を
認
め
、
現
行
法
を
近
代
生
活
の
要
請
に
適
合
せ
し
め
、

形
式
性
を
緩
和
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
等
の
う
ち
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
次

の
項
目
を
紹
介
す
る
。

　
9
本
法
案
に
よ
る
と
、
手
績
は
當
事
者
に
よ
り
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

眞
實
稜
見
の
た
め
（
島
即
塁
一
矧
甘
麟
厩
曾
ユ
o
寅
目
欝
崖
霊
審
“
坤
O
冒
島
O
置

芯識芯

）
裁
判
官
が
こ
れ
に
積
極
的
に
關
與
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
一
例
を
あ

げ
れ
ば
、
鐙
人
訊
間
が
そ
う
で
あ
る
。
準
備
裁
判
官
又
は
裁
到
所
は
、
手
績
の

如
何
な
る
段
階
に
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
職
槽
に
よ
り
、
絶
饗
に
必
要
と
思
わ
れ
る

事
實
の
謹
明
（
冨
d
琶
露
＜
Φ
高
⑪
ロ
馬
魯
宏
ぬ
急
一
且
づ
暫
瑠
帥
詳
噌
O
ロ
け
8
辱

o
冒
即
昌
冨
）
を
命
じ
う
る
。
同
檬
に
、
ま
た
謹
人
訊
問
に
際
し
、
嘗
事
者
の
申

立
中
に
含
ま
れ
る
事
實
に
つ
い
て
は
勿
論
、
そ
の
謹
明
が
有
用
と
思
わ
れ
る
そ

の
他
の
事
實
の
総
て
に
つ
き
（
聲
婦
ε
琶
P
窪
砦
霞
窪
3
暮
冨
冨
窪
8

一
忌
冨
罵
ざ
冨
浮
鍔
嘗
一
〇
）
問
を
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
百
七
十
九
條
　
準
備
裁
剣
官
又
は
裁
到
所
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
な

　
き
限
り
、
手
綾
の
如
何
な
る
段
階
に
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
職
椹
に
よ
つ
て
重



婁
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
實
の
鐙
明
を
命
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
第
百
八
十
八
條
　
裁
剣
長
（
『
肩
露
置
O
昼
“
）
準
備
裁
剣
官
又
は
受
命
裁

剣
官
（
冨
』
罐
0
8
目
巨
冨
）
は
、
職
穫
に
よ
り
、
ヌ
は
當
事
者
の
請
求
に

　
基
づ
い
て
、
誰
明
の
封
象
で
あ
る
事
實
、
及
び
眞
實
登
見
の
た
め
に
そ
の
謹
明

　
が
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
そ
の
他
の
総
て
の
事
實
（
静
o
畠
冨
ψ
斜
9
需
①
ロ

　
畠
O
β
θ
寅
唱
巴
O
絹
く
O
冨
瑠
㌫
け
旨
鍔
酔
昌
①
卿
宣
醤
罵
o
馨
口
菖
o
β
画
O
冨

　
塩
肖
諄
ひ
）
に
つ
い
て
、
鐙
人
を
訊
問
す
る
。

　
⇔
裁
到
手
綬
を
よ
り
完
全
な
も
の
た
ら
し
め
る
た
め
に
、
委
員
會
は
技
術
的

進
歩
の
成
果
を
法
典
中
に
癬
取
し
た
。
邸
ち
蓮
記
術
・
機
械
速
記
術
乃
至
そ
れ

に
類
す
る
方
法
に
よ
る
供
述
の
記
録
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
裁
到

所
は
通
常
の
調
書
に
お
け
る
が
如
き
不
正
確
な
記
述
の
危
瞼
性
な
き
調
書
を
作

成
し
う
る
こ
と
に
な
つ
た
。
次
の
二
ヵ
條
を
比
較
さ
れ
た
い
。

　
　
第
百
九
十
八
條
　
事
件
が
控
訴
に
服
す
る
揚
合
（
“
蟹
一
3
畠
髪
3

　
胆
且
9
8
ロ
牌
隅
属
画
）
書
記
は
鐙
人
の
供
蓮
に
つ
き
調
書
を
作
成
す
る
。

　
　
こ
の
調
書
は
、
謹
人
訊
問
の
日
時
、
揚
所
を
記
載
し
、
當
事
者
の
出
依
、

　
謹
人
の
姓
名
、
職
業
、
住
所
、
鐙
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
宣
誓
、
親
族
姻
族
、

　
雇
傭
關
係
に
つ
い
て
の
供
述
、
供
蓮
内
容
で
訊
問
後
直
接
に
裁
判
長
叉
は
裁

　
剣
官
に
よ
り
要
約
さ
れ
記
蓮
さ
れ
た
も
の
、
及
ぴ
前
数
條
に
規
定
さ
れ
た
事

　
項
の
謹
明
を
詑
載
す
る
。

　
　
（
第
三
・
四
項
略
）

　
　
第
薗
九
十
九
條
　
事
件
が
控
訴
審
に
係
周
し
う
る
揚
合
（
ぎ
田
娼
①
橿

　
薗
臨
翫
器
器
挙
2
5
8
醤
ぎ
げ
角
．
麟
湧
6
一
）
謹
人
訊
問
を
し
た
裁
剣
所
乃
至

　
裁
剣
官
は
、
第
百
九
十
八
條
の
手
績
と
異
る
手
績
に
よ
り
、
謹
人
の
謹
盲
を

　
記
録
せ
し
め
る
穫
限
を
も
っ
o

　
　
　
　
フ
ヲ
ン
ス
罠
亭
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

　
鐙
言
は
、
速
記
術
（
雲
剖
o
嘔
襲
廿
匡
o
）
、
機
械
速
記
術
（
鵬
芯
轡
9
竜
す
）

乃
至
こ
れ
に
類
似
す
る
方
法
で
記
録
せ
ら
れ
る
。
書
記
又
は
宣
誓
せ
る
速
記

者
が
こ
れ
を
行
う
。

　
　
本
條
に
よ
り
記
録
せ
ら
れ
た
謹
菅
は
、
そ
の
副
本
と
共
に
、
更
に
、
必
要

　
な
揚
合
に
は
、
書
記
、
速
記
者
乃
至
專
門
家
に
よ
り
確
認
ざ
れ
た
通
常
語
へ

　
の
翻
認
書
と
共
に
書
記
課
に
保
管
さ
れ
る
。

　
　
こ
の
副
本
乃
至
譲
謬
書
は
、
書
記
課
の
注
意
に
お
い
て
、
第
百
四
十
二
條

　
に
規
定
さ
れ
た
訴
訟
記
録
に
綴
込
ま
れ
る
。
更
に
謹
人
訊
問
を
行
つ
た
裁
判

　
官
及
び
裁
判
長
は
こ
れ
を
自
る
の
手
元
に
差
留
め
捺
印
す
る
。

　
㊧
そ
の
ほ
か
壽
訟
手
績
に
ま
つ
わ
る
形
式
性
が
多
く
の
鮎
で
緩
瓢
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
現
行
法
上
書
類
の
槍
眞
は
第
一
審
裁
到
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
が
、

本
法
案
に
よ
る
と
、
治
安
到
事
、
商
事
裁
判
肝
、
企
業
委
員
會
（
一
窪
8
崖
①
蓑

Ooφ

冨
鼠
、
ぎ
琶
2
）
等
は
、
書
類
の
繊
眞
に
つ
い
て
の
裁
到
を
中
止
す
る

義
務
を
負
わ
ず
、
自
ら
こ
れ
を
裁
鋼
す
る
権
限
を
興
え
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
民

事
裁
到
所
に
お
け
る
長
期
に
わ
た
り
且
高
便
な
手
績
は
遽
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

つ
た
。

　
　
第
二
百
四
十
六
條
　
治
安
剣
事
、
商
事
裁
判
所
及
び
勢
働
委
員
愈
は
、
提

　
・
起
せ
ら
れ
た
訴
訟
中
問
題
と
さ
れ
た
書
類
の
検
眞
に
關
す
る
附
帯
請
求
を
、

　
本
節
の
規
定
（
第
二
編
第
凶
審
裁
剣
所
の
訴
訟
手
縦
、
第
四
章
審
理
手
績
、

　
第
四
節
書
類
の
検
眞
－
筆
者
註
）
に
從
い
、
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
場
合
商
事
裁
判
所
叉
は
企
業
委
員
會
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
そ
の
構
成

　
員
が
、
準
備
裁
判
官
の
職
務
を
行
う
。

　
更
に
形
式
性
緩
和
の
一
例
と
し
て
、
公
正
鐙
明
（
一
〇
8
β
器
魯
島
．
隅
鐸
臼
Φ
β
8
）

に
闘
す
る
現
在
の
慣
行
の
成
文
化
が
撃
げ
ら
れ
る
。
執
行
吏
は
要
求
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
竃
八
七
）



　
　
　
　
7
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

純
粋
の
事
實
の
謹
明
あ
る
い
は
實
睦
に
關
す
る
識
明
の
権
限
の
み
有
し
、
訴
訟

の
絡
了
に
つ
い
て
の
本
人
に
封
し
て
な
さ
れ
る
通
知
（
一
．
署
謎
窓
塗
0
9
9
）

を
譲
し
得
な
い
と
い
う
條
件
に
從
う
が
、
公
正
謹
明
の
制
度
は
、
訴
訟
資
料
蒐

集
の
た
め
に
、
便
利
・
安
傾
・
鎚
速
な
手
段
で
あ
る
。

　
　
算
二
薗
六
十
二
條
　
準
備
裁
剣
官
、
裁
剣
長
乃
至
裁
判
所
は
、
本
章
（
第

　
二
編
第
四
章
ー
筆
者
註
）
に
規
定
さ
れ
た
何
れ
か
の
謹
明
方
法
を
利
用
す

　
る
こ
と
な
く
、
特
別
な
情
報
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
當
事
者
の
申
立

　
叉
は
職
椹
に
よ
り
、
當
該
裁
剣
所
の
管
轄
匿
内
の
執
行
吏
に
勤
し
、
封
審
に

　
よ
る
必
要
は
な
い
が
、
　
一
定
の
嘗
ハ
髄
的
謹
明
乃
至
純
粋
の
事
實
の
謹
明
手
績

　
を
命
じ
、
更
に
、
こ
の
事
項
に
つ
い
て
の
裁
判
が
逡
達
以
前
に
且
つ
上
訴
と

　
は
濁
立
に
執
行
せ
ら
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
　
こ
の
揚
合
委
任
せ
ら
れ
た
執
行
吏
は
書
記
課
の
注
意
に
よ
る
通
知
を
ラ
け

　
る
。
執
行
寅
は
、
謹
明
調
書
（
づ
岩
o
曾
る
霞
げ
毘
♂
8
β
雲
碧
）
の
形
式

　
で
報
告
す
る
が
、
謹
明
調
書
の
表
示
は
裁
剣
所
を
拘
束
し
な
い
。

　
　
執
行
吏
は
何
時
に
て
む
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
、
又
は
愛
更
さ
れ
る
。

第
竃
節
　
裁
鯛
所
侮
轟

．
抗
辮
（
一
霊
費
8
冨
凶
o
塁
）
、
附
帯
請
求
（
一
窪
汀
呂
盆
β
冨
）
、
訴
訟
終
了

原
因
（
ご
ロ
8
諾
8
直
露
B
9
8
旨
験
冒
飽
一
、
帥
匿
蜜
昼
8
）
、
假
執
行
（
一
、

震§菖g

質o

基
o
冒
Φ
）
、
商
事
裁
判
手
績
（
蟹
矯
8
8
菖
o
Φ
β
目
暫
寓
Φ
3

8言臼包匙O

）
等
も
、
前
述
せ
る
庭
と
同
じ
観
紬
か
ら
新
た
に
規
定
が
設
け

ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
内
、
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の

改
正
融
に
注
意
を
し
て
み
よ
う
。

　
本
締
で
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
裁
判
所
侮
辱
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
本
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
三
八
八
）

案
第
二
編
第
七
章
は
、
第
一
節
訴
の
取
下
（
倉
急
匹
警
O
冒
O
暮
）
、
第
二
節
訴
訟

滑
滅
（
盆
冨
冨
屋
目
づ
菖
o
ロ
）
、
第
三
節
辮
論
並
び
に
裁
到
（
留
ロ
麟
麟
臼
①
ロ
o
＄

9
画
窪
甘
匁
O
冒
O
昌
毬
）
か
ら
な
る
。
更
に
第
三
節
は
、
第
一
款
癖
論
（
戯
塁

碧
合
0
9
8
）
、
第
二
款
裁
判
（
盆
廿
槻
Φ
目
o
賢
言
）
に
分
れ
る
。
裁
到
所
侮
廓

の
問
題
は
第
一
款
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
一
款
は
、
辮
論
に
關
し
て
、
本
質
的
に
は
現
行
法
の
規
定
を
受
纏
い

で
い
る
が
、
本
節
で
問
題
と
す
る
裁
判
所
侮
辱
の
黙
に
つ
い
て
だ
け
全
く
新
し

い
規
定
を
お
い
て
い
る
。

　
フ
ラ
ソ
ス
に
お
い
て
民
事
・
刑
事
手
綾
に
際
し
、
し
ば
し
ば
裁
到
官
に
封
す

る
信
じ
が
た
い
侮
辱
が
行
わ
れ
る
。
少
籔
の
報
道
關
係
者
は
こ
れ
が
是
認
さ
れ

て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
而
も
彼
等
は
名
讐
殿
損
や
不
法
行
爲
に
な
ら
な
い
程

一
度
に
、
裁
到
官
の
人
絡
や
品
性
に
つ
い
て
大
衆
に
う
け
る
よ
う
に
報
道
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
裁
到
官
に
必
要
で
あ
る
精
紳
的
李
静
を
飢
す
危
瞼
を
生
ぜ
し

め
る
の
み
な
ら
ず
、
裁
到
の
琢
嚴
を
傷
つ
け
る
。
こ
の
麟
黙
か
ら
委
員
會
は
、

職
灌
又
は
瞼
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
裁
到
所
長
が
こ
の
種
の
書
面
の
押
牧
及
び

涯
滅
を
命
じ
う
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

　
　
第
三
百
五
十
條
裁
剣
長
は
職
穫
叉
は
検
察
官
の
申
立
に
よ
り
、
民
事
叉

　
は
刑
事
事
件
手
績
に
お
い
て
、
た
と
え
そ
れ
が
不
法
行
爲
に
な
ら
な
い
と
し

　
て
も
、
審
理
を
行
う
裁
剣
官
の
人
絡
あ
る
い
は
品
行
に
關
し
不
信
を
抱
か
せ

　
る
が
如
き
（
皿
ぢ
器
O
℃
寓
茗
O
α
O
量
“
O
同
一
①
“
ぼ
O
月
盆
詳
ロ
彊
同
冨
唱
Φ
琴

　
目
巨
凶
芯
薯
一
〇
8
彊
冨
含
Φ
日
Φ
暮
自
＄
甘
碗
8
眉
営
謝
卿
聲
8
躍

　
暴
罫
面
）
主
張
を
含
む
総
て
の
書
類
の
押
牧
及
ぴ
浬
滅
を
命
じ
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
前
項
に
從
つ
て
な
さ
れ
た
命
令
は
、
遣
ち
に
執
行
し
う
る
。
こ
の
場
合
當
醸



書
類
の
著
者
及
び
編
集
者
は
か
く
な
さ
れ
た
虚
分
の
取
滑
（
5
同
9
冨
詳
）

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
手
綾
に
お
い
て
は
こ
の
講
求
に
つ
き
、

急
速
審
理
事
件
に
お
け
る
と
同
様
に
な
さ
れ
る
命
令
に
よ
り
、
封
審
を
以
て

裁
剣
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
第
六
節
　
商
事
裁
判
手
績

特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
第
二
の
黙
は
商
事
裁
到
手
綾
に
關
す
る
鮎
で
あ
る
。

商
事
裁
判
手
績
に
關
し
て
法
案
は
本
質
的
に
は
現
行
法
の
規
定
を
受
縫
い
で

い
る
。
從
つ
て
、
本
法
案
に
お
い
て
は
、
當
事
者
自
身
、
そ
の
醗
偶
者
、
一
定

範
團
の
親
族
並
び
に
姻
族
、
當
該
企
業
へ
の
奉
仕
者
（
奮
謎
o
目
μ
霰
隅
鐸
器
雫

話
8
幽
＄
0
ロ
訂
6
づ
鼠
8
）
、
癖
護
士
會
に
正
規
に
登
録
し
た
郷
護
士
（
即
く
0
8
酔

甚
巨
捗
器
営
o
旨
一
猛
鼠
冨
9
舞
冨
巨
＄
舞
）
、
代
訟
人
及
び
商
事
裁
到

所
騨
護
士
（
即
管
獄
盆
3
器
Q
昌
）
等
が
、
訴
訟
手
績
を
進
行
し
チ
る
と
す
る

現
行
法
の
原
則
を
受
纒
い
で
規
定
し
て
い
る
？
こ
の
原
則
に
封
す
る
例
外
は
重

要
で
は
な
い
か
ら
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

　
　
第
三
薗
八
十
條
　
こ
れ
等
の
裁
剣
所
（
商
事
裁
剣
所
及
び
商
事
事
件
を
裁

　
剣
す
る
民
事
裁
剣
所
〔
一
3
魯
慧
ぴ
墓
蝦
N
o
凶
く
冴
冒
磯
o
貰
酔
8
墜
日
9
包
－

　
魯
Q
B
o
厩
菖
を
指
す
1
本
法
案
第
三
百
七
十
九
條
参
照
－
筆
者
註
）
に

　
お
け
る
手
績
は
、
準
備
裁
剣
官
並
び
に
代
訟
人
の
介
入
な
し
に
追
行
し
5
る
。

　
本
法
案
は
治
安
裁
到
所
並
び
に
企
業
委
員
會
の
手
績
に
お
け
る
當
事
者
の
代

理
に
關
す
る
現
行
法
の
規
定
の
影
響
を
う
け
て
い
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
封
し
反
封
す
る
者
は
、
必
ず
、
裁
到
手
績
に
お
け
る
當
事
者

の
代
理
の
目
由
（
冨
一
ま
O
饗
⑪
盆
置
冨
冨
留
Φ
β
鼠
菖
自
）
は
古
い
簿
統
に

は
合
致
す
る
、
と
考
え
る
。
現
在
商
事
裁
到
所
の
存
在
す
る
大
多
数
の
地
方
に

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

お
い
て
、
代
訟
人
組
合
（
舞
Q
且
①
富
皿
碧
0
8
威
）
、
商
事
裁
糊
所
癖
護
士
會

（
G
β
0
8
目
冨
魑
置
魯
皿
凶
鵯
餐
）
等
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
司
法
に
關
す
る

総
て
の
補
助
職
は
、
そ
の
選
學
せ
ら
れ
た
部
又
は
委
員
會
（
一
窪
謎
8
屋
o
蔚

自
o
匿
冨
窪
凹
琶
）
の
監
督
を
う
け
、
當
事
者
及
び
そ
の
他
の
受
任
者

（
一
霊
目
置
量
盆
箒
窪
）
が
提
供
し
え
な
い
よ
う
な
保
謹
を
當
事
者
に
提
供
し
て

い
る
、
と
い
5
の
が
實
際
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
い
傳
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
か
ら
、
明
確
な
既
存
の
権
利
印
ち
代
理
の
自
由
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
出

來
な
い
。
從
つ
て
國
家
が
、
何
ら
か
の
秩
序
に
從
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
総
て

の
司
法
補
助
職
を
漸
次
嚴
格
に
規
律
し
て
い
く
現
在
、
商
事
裁
判
所
に
お
い
て
、

何
の
存
在
理
由
も
な
い
過
去
の
潰
物
の
た
め
に
、
一
方
に
嘗
事
者
の
出
頭
を
認

め
る
補
助
職
制
度
、
相
手
方
に
謹
擦
通
知
（
昼
．
8
目
巨
鎧
巳
m
8
詮
O
β
盆
ψ

且
⑪
8
融
）
を
彊
制
す
る
権
限
、
意
見
書
提
出
並
び
に
辮
論
の
権
限
－
勿
論
こ

れ
等
は
資
格
及
ぴ
規
律
に
關
す
る
法
規
に
從
う
が
ー
等
が
存
績
し
う
る
と
い

う
こ
と
は
、
良
識
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
批
判
の
趣
意
で

あ
る
。

第
三
章
　
仲
裁
手
績
（
U
Φ
の
胃
び
寄
禮
Φ
）

本
法
案
第
三
編
に
仲
裁
手
績
を
規
定
す
る
。

委
員
會
は
民
事
事
件
に
お
い
て
仲
裁
條
項
の
採
用
を
擁
張
す
る
こ
と
は
し
な

か
つ
た
が
、
契
約
特
に
附
合
契
約
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
、
仲
裁
條
項
が
契
約
者

に
實
際
上
課
せ
ら
れ
た
條
項
と
な
つ
て
來
た
こ
と
を
認
め
、
次
の
二
融
を
改
正

し
た
。

　
G
仲
裁
手
綾
に
お
い
て
、
仲
裁
人
の
意
見
が
可
否
同
歎
の
場
合
（
o
β
罷
盆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
三
八
九
）



フ
ラ
ソ
ス
民
事
．
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

ぢ
婁
壁
鳴
）
、
第
三
の
仲
裁
人
が
選
定
せ
ら
れ
る
が
（
本
法
案
第
四
百
八
條
）
、

第
三
の
仲
裁
人
は
、
他
の
仲
裁
人
の
意
見
の
何
れ
か
一
方
に
同
意
す
る
必
要
は

な
く
、
他
の
仲
裁
人
と
意
見
を
交
換
し
討
議
す
る
。
裁
定
は
多
敷
決
に
從
つ
て

な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
第
三
の
仲
裁
人
の
意
見
が
屡
々
優
越
す
る
。

　
　
第
四
百
九
條
　
第
三
の
仲
裁
人
は
、
他
の
仲
裁
人
と
討
議
し
、
當
事
者
に

　
意
見
の
提
出
を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
定
は
第
三
の
仲
裁
人
の
磯
務

　
執
行
受
諾
か
ら
一
ヵ
月
以
内
に
、
多
数
決
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

　
　
可
否
同
数
な
る
と
ぎ
は
、
第
三
の
仲
裁
人
の
意
見
が
優
先
す
る
。

　
（
第
三
・
四
・
五
項
略
）

　
⇔
第
二
は
仲
裁
裁
定
に
封
す
る
裁
判
所
の
監
督
介
入
の
謡
で
あ
る
。
仲
裁
の

多
く
の
場
合
、
執
行
命
令
（
一
．
o
昌
o
目
蚤
β
8
昌
、
窪
2
髭
言
H
）
に
封
す
る
異

議
の
申
立
（
現
行
民
訴
法
第
千
二
＋
八
條
）
に
よ
り
當
該
手
績
が
裁
判
所
に
係

馬
す
る
の
が
常
で
あ
る
と
い
う
事
實
が
委
員
會
で
問
題
と
な
つ
た
。
印
ち
、
仲

裁
は
短
期
間
に
紛
雫
の
解
決
を
仲
裁
に
よ
り
獲
徳
し
よ
う
と
す
る
、
と
す
る
當

事
者
の
合
法
的
な
要
求
が
あ
る
場
合
に
の
み
實
敷
性
が
あ
る
の
で
、
仲
裁
が
通

常
裁
到
所
で
再
び
問
題
と
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
意
味
が
な
い
。
し
か
し
、
だ

か
ら
と
い
つ
て
、
仲
裁
の
適
法
性
に
關
し
、
司
法
の
監
督
を
排
除
す
る
こ
と
は

明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
排
除
す
る
な
ら
重
大
な
濫
用
の
お
そ
れ
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
委
員
會
は
こ
の
貼
で
適
切
な
手
段
の
採
用
を
必
要
と
考
え
た
。
印

ち
そ
の
裁
判
が
総
て
の
上
訴
手
段
に
服
す
る
民
事
裁
判
所
に
提
起
せ
ら
れ
る
代

り
に
執
行
命
令
に
封
す
る
異
議
は
、
民
事
裁
到
所
長
の
管
轄
に
嬬
す
る
こ
と
と

し
た
。
裁
到
所
長
は
、
封
審
の
裁
到
叉
は
例
外
的
に
擦
訴
に
服
さ
な
い
も
の
と

さ
れ
る
裁
判
に
よ
つ
て
、
急
速
審
理
の
形
式
で
裁
判
す
る
。

　
　
箪
四
薗
十
二
條
　
仲
裁
裁
定
執
行
命
令
に
封
す
る
異
議
は
、
そ
の
逡
達
の

五
二

（
三
九
〇
）

日
よ
り
二
蓬
閲
以
内
に
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
裁
判
所
長
は
、
仲
裁
の
適
法
性
を
審
理
し
、
急
速
審
理
の
形
式
に
お
い
て

裁
剣
す
る
。

　
こ
の
裁
到
は
封
審
で
な
さ
れ
た
も
の
と
看
徹
さ
れ
、
こ
れ
に
封
し
て
控
訴

を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
章
　
不
服
申
立

　
本
法
案
第
四
編
は
、
不
服
申
立
（
さ
ぜ
ロ
盆
器
8
麟
謎
）
、
印
ち
、
控
訴
、

第
三
者
の
異
議
（
冨
舘
3
8
0
薯
8
置
自
）
、
冨
島
註
匹
8
、
裁
到
官
に
封

し
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
（
冨
肩
敏
o
轡
づ
鎚
試
o
）
を
規
定
す
る
。

　
本
法
案
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
關
す
る
規
定
を
全
く
改
正
し
た
。
控
訴
を
規

定
す
る
現
行
法
は
、
一
九
四
二
年
五
月
二
十
三
日
の
法
律
（
一
九
四
五
年
＋
月

九
日
の
命
令
に
よ
り
施
行
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
す
ら
全
く
改
正
さ
れ
た
。
主
要

な
貼
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
e
控
訴
状
（
第
四
編
上
訴
　
第
一
章
控
訴
及
ぴ
控
訴
審
　
第
三
節
控
訴
萩
）

及
び
控
訴
審
（
同
章
第
五
節
控
訴
審
手
績
）
に
關
す
る
規
定
に
お
い
て
、
本
法

案
が
呼
出
に
つ
い
て
採
用
し
た
規
定
を
準
用
す
る
必
要
が
あ
つ
た
。
本
法
案
は

こ
の
融
に
努
力
を
傾
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
よ
う
で
あ

る
。
例
え
ば
、
控
訴
状
に
つ
い
て
、

　
　
第
四
百
三
＋
五
條
　
控
訴
状
の
内
容
、
呼
出
期
間
及
ぴ
控
訴
釈
の
逡
建
は
、

　
衣
條
以
下
に
別
段
の
定
な
き
限
り
、
本
法
「
呼
出
」
の
章
の
規
定
す
る
と
こ

　
ろ
に
從
う
。

　
　
（
第
三
百
四
十
六
條
以
下
省
略
）



⇔
他
面
、
一
九
二
四
年
の
改
正
は
、
實
務
上
重
要
な
問
題
で
あ
る
豫
審
裁
鍔

に
封
し
な
さ
れ
る
控
訴
（
一
、
眉
唱
o
一
画
o
胆
甘
晩
①
目
Φ
β
富
”
温
暮
昏
3
身
o
詳
）

に
關
す
る
規
定
に
限
り
、
撤
回
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
蓋
し
、

控
訴
審
の
裁
到
を
早
め
る
た
め
に
、
現
行
民
訴
法
第
四
百
五
十
二
條
（
控
訴
期

間
を
定
め
る
規
定
）
、
第
四
百
匠
十
三
條
（
建
訴
審
に
お
い
て
裁
剣
を
な
す
ぺ
き

期
間
を
定
め
る
規
定
）
に
よ
る
手
綬
上
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

絡
局
裁
判
以
前
に
豫
審
裁
到
に
封
す
る
控
訴
を
認
め
た
た
め
、
現
行
民
事
訴
訟

法
は
、
不
必
要
に
訴
訟
手
績
を
逞
延
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
法

案
は
、
本
案
を
豫
判
し
な
い
豫
審
裁
到
及
び
本
案
を
豫
剣
す
る
豫
審
裁
到
（
一
霊

智恩犀O

圓毬

唱
敏
冒
臼
暫
言
骨
3
9
甘
静
O
昌
9
彊
ε
鞍
田
）
の
匠
別
；
一
九

四
二
年
の
改
正
前
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
匠
別
ー
に
從
わ
ず
、
豫
審
を
命

じ
る
裁
剣
に
封
し
提
起
せ
ら
れ
る
控
訴
は
、
総
て
の
場
合
、
絡
局
裁
到
と
と
も

に
の
み
受
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　
　
第
四
百
二
十
燦
　
前
條
の
規
定
（
一
般
に
擦
訴
穫
を
認
め
る
規
定
ー
筆

　
者
註
）
に
も
拘
ら
ず
豫
審
を
命
ず
る
裁
剣
に
封
し
て
な
さ
れ
る
控
訴
は
、
絡

　
局
裁
到
に
封
し
て
な
さ
れ
る
控
訴
と
と
も
に
す
る
揚
合
に
か
ぎ
り
、
受
理
せ

　
ら
れ
る
。

　
目
ピ
帥
融
註
訟
9
p
に
あ
つ
て
は
、
後
装
的
な
、
換
言
す
れ
ば
、
間
題
と
せ
ら

れ
た
裁
到
の
付
輿
以
後
に
生
じ
た
事
由
が
、
當
事
者
の
何
れ
か
一
方
⑳
側
の
詐

欺
に
基
づ
く
謹
蝶
の
採
用
（
一
δ
目
営
鼠
“
詳
β
目
昌
o
ロ
3
一
3
篤
名
楠
饗
午

轟艮窪閃

）
に
よ
り
裁
剣
官
が
犯
し
た
事
賛
の
誤
認
を
無
敷
と
す
る
。

　
　
第
四
固
六
十
四
條
　
既
判
力
の
嚢
生
せ
る
第
一
審
並
び
に
控
訴
審
の
裁
剣

　
は
、
以
下
の
揚
合
、
當
事
者
並
び
に
適
法
に
呼
出
さ
れ
た
者
の
請
求
に
基
づ

　
き
再
審
が
お
こ
な
わ
れ
る
o

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
改
蕉
草
案
に
つ
い
て

1
　
人
的
詐
欺
（
“
9
づ
Φ
同
8
ロ
β
傷
）
あ
る
場
合

2
　
裁
判
の
後
に
、
宣
言
乃
至
承
認
せ
ら
れ
た
謹
操
が
虚
傭
の
も
の
で
あ

　
つ
た
こ
と
が
剣
明
レ
た
揚
合

3
　
主
宣
誓
（
δ
ロ
窪
犀
O
ロ
“
念
O
謎
O
冒
O
O
縄
一
詳
冨
ム
9
謎
o
㌣
O
）
が
虚

　
欝
で
あ
る
と
剣
断
さ
れ
㌧
あ
る
い
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
虚
傭
で
あ

　
る
と
宣
言
さ
れ
、
又
は
、
補
助
宣
誓
（
一
〇
器
叫
巳
Φ
β
貯
豊
唱
三
ひ
ε
胃
O
）

　
が
虚
傭
で
あ
る
と
剣
断
さ
れ
乃
至
宣
言
さ
れ
た
場
合

4
　
裁
到
以
後
、
決
定
的
な
謹
擦
が
登
見
さ
れ
そ
れ
が
當
事
者
の
行
爲
に

　
よ
り
留
保
せ
ら
れ
て
い
た
揚
合

5
　
當
事
者
の
名
に
お
い
て
、
代
訟
人
に
よ
り
申
立
て
ら
れ
又
ば
承
認
さ

　
れ
た
自
白
叉
は
同
意
（
揖
O
＜
0
9
0
仁
8
湯
Φ
ロ
“
O
目
6
蟹
け
）
及
び
こ
れ

　
等
の
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
立
に
基
づ
い
て
裁
劉
が
付
與
劃
れ
、
且
つ

　
當
事
者
が
こ
れ
を
否
認
（
冨
自
習
”
＜
o
‘
）
し
た
揚
合

結
　
　
語

　
以
上
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
甚
だ
不
完
全
な
が
ら
、
本
法
典
の
主
要
な
改
正

貼
を
紹
介
し
終
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
委
員
會
は
本
法
案
の
主
要
な
改
正
融
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
意
味
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
を
も
つ
て
本
稿
の

結
び
と
し
た
い
。

本
法
案
の
作
成
は
、
本
質
的
に
實
務
上
の
要
請
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
奮
制
度
（
現
行
制
度
の
意
－
筆
者
註
）
を
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
三
九
一
，
）



　
　
　
　
7
ラ
ソ
ス
民
事
訴
訟
法
改
正
草
案
に
つ
い
て

持
し
つ
つ
、
賓
務
上
明
確
で
あ
る
慣
脅
の
枠
内
で
こ
れ
を
修
正
し
且
つ
現
代
の

要
請
に
適
合
せ
し
め
、
裁
判
を
よ
り
費
用
の
か
か
ら
な
い
塾
速
な
も
の
と
し
、

一
般
國
民
に
利
用
し
易
き
も
の
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
本
法
案
の
作
成
に
あ
た
つ
て
、
委
員
會
ぱ
、
日
々
行
わ
れ
て
い
る
現
實
を
も

つ
て
出
襲
鮎
と
し
て
い
た
。
委
員
會
は
、
既
に
奮
く
な
つ
た
民
事
訴
訟
法
典

（
現
行
民
事
訴
訟
法
典
ー
筆
者
註
）
に
關
し
て
構
成
さ
れ
た
從
來
の
學
読
到
例

に
限
る
こ
と
な
く
、
汎
く
傳
統
や
實
務
上
の
慣
脅
1
こ
の
慣
脅
は
し
ば
し
ば

各
擦
訴
院
の
管
轄
匠
に
よ
り
異
る
こ
と
が
あ
る
ー
に
い
た
る
迄
、
充
分
深
く

研
究
し
た
後
に
始
め
て
、
諸
種
の
困
難
な
問
題
に
つ
い
て
態
度
決
定
を
し
て
い

る
。
こ
の
黙
か
ら
も
本
法
案
は
非
常
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
。

　
と
は
い
え
、
本
法
案
に
封
し
、
猶
多
く
の
批
判
や
異
論
が
唱
え
ら
れ
る
鹸
地

が
あ
る
こ
と
は
、
勿
論
認
め
ら
れ
る
。
殊
に
現
行
法
の
急
進
的
改
正
の
實
現
1

ー
一
例
を
あ
げ
れ
ば
訴
訟
上
の
代
理
に
つ
い
て
ー
を
委
員
會
に
要
求
し
て
い

る
者
を
失
墓
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
委
員
會
自
身
充
分
理
解

し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
法
案
は
、
現
在
猶
そ
の
原
理
に
つ
き
問
題
が
あ
る
急

進
的
改
革
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
軍
に
翫
に
明
確
と
な
つ
た

現代的

要
請
を
取
入
れ
た
改
正
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
鳴
本
法
案
は
、
か
か
る

現
在
の
實
務
上
の
要
請
の
實
現
を
誇
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
委
員
會
は
、
結
局

か
か
る
性
絡
を
有
す
る
本
法
案
が
麟
迎
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
ど
を
信
じ
て
い

る
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
七
。
三
・
二
〇
稿
）

匠
四

（
三
九
二
）


